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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画素を備える発光表示デバイスであって、
　前記画素は、アノード端子及びカソード端子を有し、かつ供給される電流で決まる輝度
で発光する発光素子と、データ線から供給される制御電圧に基づいて前記発光素子に電流
を供給する駆動回路と、を備え、
　前記駆動回路は、前記発光素子を駆動し、かつゲート端子、ソース端子、及びドレイン
端子を有する駆動用トランジスタと、容量素子と、を備え、
　前記駆動用トランジスタは、前記ゲート端子が第一のスイッチ素子を経由して前記ソー
ス端子と接続され、前記ソース端子が第五のスイッチ素子を経由して前記発光素子のアノ
ード端子と接続されかつ第四のスイッチを経由して参照電圧線又は前記ドレイン端子と接
続され、前記ドレイン端子が電源線に接続され、
　前記容量素子の一端は直接前記駆動用トランジスタのゲート端子に接続され、前記容量
素子の他の一端は第二のスイッチ素子を経由して前記駆動用トランジスタのソース端子に
接続され、かつ第三のスイッチを経由して前記データ線に接続されており、
　前記第一のスイッチと前記第三のスイッチが導通し、前記第二のスイッチと前記第五の
スイッチが非導通になり、前記第四のスイッチが導通したのち非導通となることにより、
前記容量素子が、前記駆動用トランジスタのドレイン端子の電圧から前記データ線から供
給される制御電圧を減算した電圧に、前記駆動用トランジスタのしきい値電圧を加えた電
圧を保持し、
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　前記駆動回路が前記発光素子へ電流を供給する期間に、前記第四のスイッチが非導通の
状態のまま、前記第二のスイッチと前記第五のスイッチが導通し、前記第一のスイッチと
前記第三のスイッチが非導通になり、前記容量素子に保持された電圧を前記駆動用トラン
ジスタのゲート端子とソース端子との電圧差とすることを特徴とする発光表示デバイス。
【請求項２】
　前記参照電圧線の電圧は、前記駆動用トランジスタのソース端子と前記ドレイン端子と
の電圧差を前記駆動トランジスタのしきい値電圧より大きくする電圧であることを特徴と
する請求項１に記載の発光表示デバイス。
【請求項３】
　前記電源線に供給する電圧を変動する手段をさらに備え、前記駆動回路が前記発光素子
へ電流を供給する期間に前記電源線に供給する電圧を、前記容量素子に前記駆動用トラン
ジスタのドレイン端子に印加される電圧から前記データ線から供給される制御電圧を減算
した電圧に、前記駆動用トランジスタのしきい値電圧を加えた電圧を保持する期間に前記
電源線に供給する電圧よりも高くすることを特徴とする請求項１または２に記載の発光表
示デバイス。
【請求項４】
　前記発光素子が、有機ＥＬ素子であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項
に記載の発光表示デバイス。
【請求項５】
　前記駆動用トランジスタが、キャリア密度が１０１８（ｃｍ－３）以下であるｎ型の金
属酸化物アモルファス半導体膜をチャネル層として用い、移動度が１（ｃｍ２／Ｖｓ）以
上、かつ、オンオフ比が１０６以上であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一
項に記載の発光表示デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光表示デバイスに係り、特に発光素子として有機エレクトロルミネッセン
ス（Ｅｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ、以下ＥＬ）素子を用いた発光表示デバ
イスに関する。より詳細には、本発明は、有機ＥＬ素子とこれに電流を供給するための駆
動回路とで構成される画素をマトリックス状に備えた発光表示デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、有機ＥＬ素子と駆動回路で構成される画素をマトリックス状に備えた発光表示デ
バイスとして、アクティブマトリックス（Ａｃｔｉｖｅ－Ｍａｔｒｉｘ、以下ＡＭ）型有
機ＥＬディスプレイが検討されている。この一例を図８及び図９に示す。
【０００３】
　図８及び図９は、ＡＭ型有機ＥＬディスプレイの画素内の構成及びその画素配置をそれ
ぞれ示す。図８に示すように、画素１０には、有機ＥＬ素子ＯＬＥＤと、そのアノード端
子に接続されたアクティブ素子を有する駆動回路１１とが設けられている。駆動回路１１
は、データ線ＤＬと、走査線ＳＬとにそれぞれ接続される。図の例では、走査線ＳＬが１
種類の場合を示す。このように有機ＥＬ素子ＯＬＥＤと駆動回路１１とで構成された画素
１０は、図９に示すようにマトリックス状（ｍ行×ｎ列）に複数配置され、１行目からｍ
行目の走査線ＳＬ１からＳＬｍと１列目からｎ列目のデータ線ＤＬ１からＤＬｎとにそれ
ぞれ接続されている。
【０００４】
　このような構成のＡＭ型有機ＥＬディスプレイは、データ線を介して各画素の駆動回路
に印加される電圧又は電流信号に従って、駆動回路内のアクティブ素子により有機ＥＬ素
子へ供給する電圧、電流等を制御する。こうすることで、有機ＥＬ素子の輝度を調節し、
階調表示を行う。駆動回路の構成要素であるアクティブ素子としては、通常、薄膜トラン
ジスタ（Ｔｈｉｎ－Ｆｉｌｍ－Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ：ＴＦＴ）が用いられている（特許
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文献１－４、非特許文献１）。
【特許文献１】特表２００２－５１７８０６号公報
【特許文献２】特開２００１－１４７６５９号公報
【特許文献３】特開２００４－０９３７７７号公報
【特許文献４】特開２００５－１８９３７９号公報
【非特許文献１】Ｊ．Ｈ．Ｊｕｎｇ　ｅｔ．ａｌ．，ＳＩＤ　０５　ＤＩＧＥＳＴ　４９
．１　Ｆｉｇ．１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記ＡＭ型有機ＥＬディスプレイにおいて、有機ＥＬ素子の電圧－輝度特性の経時変化
が課題となっている。また、駆動回路の構成要素である薄膜トランジスタ（以下、ＴＦＴ
）の特性ばらつき、電気的ストレスによるＴＦＴの特性変化も同様に課題となっている。
このように特性が変化する、或いはばらつく場合、同一信号を駆動回路に印加しても、有
機ＥＬ素子の輝度が変わる。そのため、表示にムラ、輝点、暗点などが現れる。従って、
高品質な表示を実現するには、有機ＥＬ素子特性の経時変化やＴＦＴの特性ばらつき・変
化の影響を受けにくい駆動回路・駆動方法の開発が必要である。
【０００６】
　上記駆動回路のこのような課題に対して、従来技術として、特許文献１、２が提案され
ている。
【０００７】
　特許文献１では、まず、有機ＥＬ素子に電流を供給する駆動（ｐ型）ＴＦＴに、画素外
部より有機ＥＬ素子の発光輝度に相当する電流を供給して、その電流が流れるゲート端子
－ソース端子間電圧を保持させる。引き続き、ＴＦＴより、保持したゲート端子－ソース
端子間電圧により決まる電流を有機ＥＬ素子に供給することで有機ＥＬ素子が発光する。
本例では、発光輝度に相当する電流を流すゲート端子－ソース端子間電圧を保持し、ＴＦ
Ｔは定電流源として働くため、駆動ＴＦＴの特性がばらついた場合でも、有機ＥＬ素子に
供給する電流がばらつかない。
【０００８】
　特許文献２では、カレントミラー構成をとる２つのＴＦＴの内、１つが有機ＥＬ素子に
電流を供給する駆動（ｐ型）ＴＦＴであり、他の一つが有機ＥＬ素子の発光輝度に相当す
る電流が、画素外部より供給される負荷（ｐ型）ＴＦＴである。まず、画素外部より電流
を供給して、その電流が負荷ＴＦＴに流れるゲート端子－ソース端子間電圧を保持させる
。引き続き、保持したゲート端子－ソース端子間電圧により決まる電流を駆動ＴＦＴが有
機ＥＬ素子に供給することで有機ＥＬ素子が発光する。ＴＦＴの特性が位置によってばら
ついても、駆動ＴＦＴと負荷ＴＦＴが近接にあり、同一特性を示すことから、特許文献１
と同様に、有機ＥＬ素子に供給する電流がばらつかない。
【０００９】
　ＴＦＴのチャネル層の材料として、多結晶シリコン（以下ｐ－Ｓｉと記す）、非晶質シ
リコン（以下ａ－Ｓｉと記す）、有機半導体（以下ＯＳと記す）、金属酸化物半導体等の
半導体が検討されている。ここで、ｐ－Ｓｉはｐｏｌｙｃｒｙｓｔａｌ－Ｓｉ、ａ－Ｓｉ
はａｍｏｒｐｈｏｕｓ－Ｓｉ、ＯＳはＯｒｇａｎｉｃ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒであ
る。
【００１０】
　ｐ－Ｓｉ　ＴＦＴは、移動度が高く、動作電圧を低くできるが、結晶粒界のために特性
ばらつきが大きくなりやすく、また製造コストが高くなる。一方、ａ－Ｓｉや、ＯＳ　Ｔ
ＦＴは、ｐ－Ｓｉ　ＴＦＴに比べ移動度が低いために、動作電圧が高く、消費電力が大き
いが、製造ステップ数が少なく、製造コスト抑えることが可能である。また、酸化亜鉛（
ＺｎＯ）などの金属酸化物半導体をチャネル層として用いるＴＦＴは、近年、開発が進め
られており、ａ－Ｓｉや、ＯＳ　ＴＦＴよりも高い移動度、かつ、低コストの可能性が報
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告されている。
【００１１】
　ただし、ａ－Ｓｉ、ＯＳ、金属酸化物半導体ＴＦＴは、ｐ－Ｓｉ　ＴＦＴと異なり、ｎ
型ＴＦＴとｐ型ＴＦＴを同一基板上に形成する相補型ＴＦＴとすることは難しい。例えば
、ａ－Ｓｉや金属酸化物では高移動度のｐ型半導体というのが得られておらず、ｐ型ＴＦ
Ｔの形成が困難である。また、ＯＳでは、高移動度のｎ型半導体とｐ型半導体の材料が異
なるために、工程が２倍となり、安価な製造が難しくなる。従って、これらのＴＦＴを用
いた駆動回路は、ｎ型あるいはｐ型のＴＦＴのみで構成する必要がある。
【００１２】
　また、ａ－Ｓｉ、ＯＳ、金属酸化物をチャネル層とするＴＦＴは、長時間電圧を印加す
ることによって、電流－電圧特性が変動するため、何らかの手法によってその変動を補償
する必要がある。
【００１３】
　一方、有機ＥＬ素子は、一般に、アノード電極とカソード電極の間に、少なくとも有機
材料による発光層が挟まれた構造を有し、有機材料は、熱や電磁波、水分などの影響を受
け特性変化を起こしやすい。このため、有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスは、駆動
回路やアノード電極作成後に、有機材料発光層を形成し、ダメージの少ない真空蒸着など
によりカソード電極を作成するという製造過程が好ましい。
【００１４】
　そこで、ＡＭ型有機ＥＬディスプレイを、ｎ型ＴＦＴで構成される駆動回路と、下から
アノード電極、有機発光層、カソード電極という順で形成される有機ＥＬ素子と、により
画素を構成する場合を考える。この場合、特許文献１、２の駆動回路のｐ型ＴＦＴをｎ型
ＴＦＴに置き換えただけでは実現できない。なぜなら、特許文献１、２において、ｐ型Ｔ
ＦＴをｎ型ＴＦＴに置き換えると、ゲート端子－ドレイン端子間が固定されることになる
ため、定電流源として機能しないためである。従って、特許文献１、２と異なる駆動回路
構成とする必要がある。
【００１５】
　特許文献３の図２に提案されている駆動回路は、ｎ型ＴＦＴのみで、特性ばらつきや特
性変動の影響を抑えるための技術である。この駆動回路は、有機ＥＬ素子を駆動するｎ型
ＴＦＴ（駆動ＴＦＴ）のゲート端子－ソース端子間に容量を備える。有機ＥＬ素子を駆動
する電流を設定する期間には、ＴＦＴのゲート端子－ドレイン端子間を導通し、有機ＥＬ
素子への経路を遮断し、かつ、外部から電流を供給する。この時、ゲート端子－ソース端
子間の電圧は、外部から供給される電流が流れる電圧（設定電圧）となる。有機ＥＬ素子
を駆動する期間には、ｎ型ＴＦＴは、設定電圧に従って、有機ＥＬ素子に電流を供給する
定電流源として機能する。
【００１６】
　近年、有機ＥＬ素子の電流－輝度特性の向上がすすみ、有機ＥＬ素子への供給電流が低
下している。また、有機ＥＬディスプレイは、より大型・高精細のものが求められており
、配線負荷が増大する傾向にある。従って、特許文献３において、低階調に相当する低い
電流を外部から供給する場合、配線負荷を充電するための時間が長くなる。従って、高精
細、大画面の表示装置に、特許文献３の駆動回路を適用することは難しい。
【００１７】
　例えば、大画面の表示装置の配線負荷を容量４０ｐＦ、抵抗５ｋΩ（時定数０．２μｓ
ｅｃ）とし、外部から供給される電流を設定するのに必要な電圧変動を３Ｖとすると、充
電すべき電荷量は１２０ｐＣとなる。これを低階調に相当する１０ｎＡの電流で充電する
ためには、１２ｍｓｅｃの時間が必要である。一方、高精細テレビの走査線（１２５０）
を６０Ｈｚで駆動する際には、１走査線当りの選択期間は１３μｓｅｃとなり、充電する
ことは不可能である。
【００１８】
　上記の課題を解決する手段が、特許文献３の図１に提案されている。この駆動回路では
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、充電電流を１０倍程度まで増やすことができる。しかし、その場合、充電期間は、１２
ｍｓｅｃから１．２ｍｓｅｃに短縮することができるが、高精細テレビに用いるには不十
分である。
【００１９】
　上記の課題を解決する別の手段が、特許文献４の図１の駆動回路である。本駆動回路は
、駆動ＴＦＴのしきい値を補正する機能を備える。本回路では、外部からの電圧により、
有機ＥＬ素子の駆動電流を設定する。この時、主に、配線負荷の充電期間により、設定期
間が決まる。配線負荷の時定数０．２μｓｅｃであるため、９９．８％の充電が終了する
時間を設定期間とすると、時定数の６倍の１．２μｓｅｃとなる。従って、本従来技術を
用いると高精細テレビの駆動が可能となる。
【００２０】
　しかし、本回路において、駆動ＴＦＴのゲート端子－ソース端子間に印加される電圧は
、駆動回路内に設けられた２つの容量により分圧された電圧により決定される。従って、
高い精度の駆動を実現するためには、２つの容量を画素内に設け、その容量間で正確な容
量比を実現する必要がある。
【００２１】
　上記課題を解決する別な駆動回路が、非特許文献１に提案されている。本回路も、特許
文献４の回路と同様、外部からの電圧により、有機ＥＬ素子の駆動電流を設定するため、
設定期間を短くすることができる。さらに、この回路において、駆動ＴＦＴのゲート端子
に印加する電圧は１つの容量のみにて決まり、他の１つの容量は保持用としてのみ用いら
れるため、容量間の比のばらつきが問題にならない。
【００２２】
　しかし、この回路において、駆動ＴＦＴのゲート端子－ソース端子間電圧が固定されて
おらず、駆動ＴＦＴは、定電流源ではなく、ソース端子に電圧を印加するソースフォロワ
として動作する。また、駆動ＴＦＴのゲート端子には、駆動ＴＦＴと有機ＥＬ素子のしき
い値電圧を補正した電圧が印加される。従って、有機ＥＬ素子の電圧－電流特性の変化が
、印加電圧に対し平行移動の場合にのみ、本補正は成立する。
【００２３】
　本発明は、このような従来技術では、解決できない課題を解決することを目的とする。
【００２４】
　すなわち、本発明は、駆動用トランジスタの特性ばらつきや、電気的ストレスによる特
性シフトの影響を抑え、かつ、発光素子に供給する電流を制御する駆動回路を有する発光
表示デバイスを提供することを目的とする。
【００２５】
　さらに、本発明は、容量を１つとし、ばらつきの要因の少ない駆動回路を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２６】
　本発明に係る発光表示デバイスは、複数の画素を備える発光表示デバイスであって、前
記画素は、アノード端子及びカソード端子を有し、かつ供給される電流で決まる輝度で発
光する発光素子と、データ線から供給される制御電圧に基づいて前記発光素子に電流を供
給する駆動回路と、を備える。前記駆動回路は、前記発光素子を駆動し、かつゲート端子
、ソース端子、及びドレイン端子を有する駆動用トランジスタと、容量素子と、を備える
。前記駆動用トランジスタは、前記ゲート端子が第一のスイッチ素子を経由して前記ソー
ス端子と接続され、前記ソース端子が直接あるいは第五のスイッチ素子を経由して前記発
光素子のアノード端子と接続される。前記容量素子の一端は直接前記駆動用トランジスタ
のゲート端子に接続され、前記容量素子の他の一端は第二のスイッチ素子を経由して前記
駆動用トランジスタのソース端子に接続され、かつ第三のスイッチを経由して前記データ
線に接続される。
　また、前記容量素子と前記第一ないし第三のスイッチ素子は、前記駆動トランジスタの
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電流設定期間に、前記第一のスイッチと前記第三のスイッチが導通し、前記第二のスイッ
チが非導通になり、前記駆動用トランジスタのドレイン端子の電圧と前記データ線から供
給される制御電圧とから決定される電圧と、前記駆動用トランジスタのしきい値電圧と、
を加えた電圧を前記容量素子が保持し、前記駆動回路が前記発光素子へ電流を供給する期
間に、前記第二のスイッチが導通し、前記第一のスイッチと前記第三のスイッチが非導通
になり、前記容量素子に保持された電圧を前記駆動用トランジスタのゲート端子とソース
端子との電圧差とすることを特徴とする。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、発光表示デバイスの画素に設けられる駆動回路は、駆動用トランジス
タのしきい値電圧に依存することなく、発光素子に供給する電流を設定することができる
。
【００２８】
　また、本発明によれば、駆動回路内に容量素子は１つであり、その容量値が寄生容量に
比べ十分大きければ、発光素子に供給する電流は容量素子に依存しない。
【００２９】
　また、本発明によれば、発光素子に電流を供給する際、容量素子の両端が駆動用トラン
ジスタのゲート端子、ソース端子と各々接続している。従って、発光素子の特性に関わら
ず、駆動用トランジスタは、飽和領域動作において定電流源として動作する。
【００３０】
　また、本発明によれば、発光素子に供給する電流の設定を電圧により行うため、負荷の
大きい大型、高精細の発光表示デバイスに適用可能である。
【００３１】
　また、本発明によれば、駆動回路をｎ型ＴＦＴのみで構成し、発光素子のアノードを駆
動回路側に設け、下から、アノード電極、発光層、カソード電極という順に積層する構成
が可能である。
【００３２】
　また、本発明によれば、ｎ型ＴＦＴとして、キャリア密度が１０１８（ｃｍ－３）以下
、かつ電界効果移動度が１（ｃｍ２／Ｖｓ）以上、かつ、オンオフ比が１０６以上である
金属酸化物半導体層をチャネル層としたｎ型ＴＦＴを用いる。これにより、ａ－Ｓｉや、
ＯＳ　ＴＦＴで構成した場合よりも、消費電力が少なく、室温形成が可能なＴＦＴにより
発光表示デバイスが作成できる。さらに、移動度が高いため、必要なＴＦＴサイズが小さ
くてすみ、高精細化が可能となる。
【００３３】
　また、本発明によれば、アモルファス金属酸化物半導体層をチャネル層としたｎ型ＴＦ
Ｔを用いる。これにより、アモルファス層であるため平坦性が高く、特性ばらつきの小さ
いＴＦＴを形成できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３４】
　以下、本発明に係る発光表示デバイスの実施の形態について、図面を参照して説明する
。
【００３５】
　以下の実施形態は、有機ＥＬ素子を用いる発光表示デバイスについて説明するが、本発
明は、有機ＥＬ素子以外の供給される電流により発光する発光表示デバイスや、供給され
る電流により任意の機能を示す一般的な電流負荷を用いる電流負荷デバイスにも適用でき
る。
【００３６】
　また、以下の実施形態は、ｎ型ＴＦＴについて説明しているが、以下の説明において、
ｎ型ＴＦＴの代わりにｐ型ＴＦＴを用い、有機ＥＬ素子のアノード端子をカソード端子と
すれば、同様な動作が可能である。
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【００３７】
　ここで、以下の実施形態に使用されるＴＦＴは、ＴＦＴ特性を現すパラメータの内、し
きい値電圧がばらつく、あるいは、電気的ストレスによるＴＦＴ特性シフトとして、しき
い値電圧シフトが見られるものである。移動度のばらつき、あるいは、シフトは、求めら
れる電流負荷デバイスの仕様の範囲内であるとする。
【００３８】
　また、以下の実施形態における上記しきい値とは、理想的には、ドレイン－ソース端子
間に電流を流すことができる最小のゲート－ソース端子間電圧のことをいう。現実のＴＦ
Ｔ素子では、しきい値以下の電圧でも、ドレイン－ソース端子間に電流が流れる。しかし
、しきい値以下の電圧においては、電圧が低下するに従い、その電流が急激に低下する。
【００３９】
　さらに、実際の回路においては、当該しきい値は、素子や材料の特性上必ずしも一定の
値となるものではなく、接続する端子と、印加する電圧との関係で決まるものである。
【００４０】
以下の実施形態における具体的な例としては、以下のようになる。
【００４１】
　１）ソース端子をオープン、かつ、ゲート－ドレイン端子を接続し、電圧Ｖを印加した
場合には、ドレイン端子よりソース端子に電圧が充電される。一定期間後のゲート－ドレ
イン端子電圧Ｖとソース端子電圧Ｖ１の電圧差Ｖ－Ｖ１（Ｖ＞Ｖ１）がしきい値となる。
【００４２】
　２）逆に、ソース端子に電圧Ｖを印加し、かつ、ゲートードレイン端子を接続し、電圧
Ｖよりも十分高い電圧を印加後、オープンにした場合には、ドレイン端子の電圧がソース
端子に放電される。一定期間後のゲート－ドレイン端子電圧Ｖ２とソース端子電圧Ｖとの
電圧差Ｖ２－Ｖ（Ｖ２＞Ｖ）がしきい値となる。
【００４３】
　以下、有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスについて最良の形態を説明するが、前述
の通り、本発明は、有機ＥＬ素子に限定されるものではなく、他の電流駆動型発光素子や
電流負荷にも適用できる。さらに、以下では、駆動回路内のＴＦＴとして、キャリア密度
が１０１８（ｃｍ－３）以下であるアモルファス金属酸化物半導体をチャネル層としたｎ
型ＴＦＴを用いる。このｎ型ＴＦＴは、電界効果移動度が１（ｃｍ２／Ｖｓ）以上、かつ
、オンオフ比が１０６以上である。本発明はこれに限らず、ａ－Ｓｉ　ＴＦＴや、ＯＳ　
ＴＦＴにも適用できる。さらに、他の半導体材料をチャネル層とする、ｎ型ＴＦＴのみで
構成される場合にも適用可能である。なお、以下の説明では、発光表示デバイスの画素配
置に関しては、走査線が１種類ではなく、複数種類配置される以外は、前述した図９と同
様であるため、その詳細を割愛し、画素の構成及び動作を中心に説明する。
【００４４】
　（第一の実施形態）
　本発明の第一の実施形態における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイス（以下、有機
ＥＬディスプレイ）の画素の構成を図１に示す。
【００４５】
　本実施形態による有機ＥＬディスプレイは、各画素１０に、カソード端子がＧＮＤ（接
地）線（以下、ＧＮＤ）に接続（接地）している有機ＥＬ素子（以下、ＯＬＥＤ）と、そ
のＯＬＥＤのアノード端子に接続される駆動回路１１とを備える。
【００４６】
　ＯＬＥＤは、アノード端子とカソード端子の間に、有機材料による発光層が挟まれた構
造を有し、駆動回路１１から供給される電流に応じた輝度で発光する。駆動回路１１から
ＯＬＥＤへ供給される電流は、データ線からの制御電圧に基づいて決定される。
【００４７】
　駆動回路１１は、ＯＬＥＤを駆動し、かつゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有
する駆動用トランジスタと、一端がＤ－ＴＦＴのゲート端子に接続されている容量素子Ｃ
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と、複数のスイッチ素子とを有する。
【００４８】
　駆動用トランジスタは、ｎ型薄膜トランジスタ（以下、Ｄ－ＴＦＴ）で構成される。Ｄ
－ＴＦＴは、ドレイン端子が電源線ＶＳと接続され、ゲート端子が容量素子Ｃの一端に接
続される。また、Ｄ－ＴＦＴのソース端子はＯＬＥＤのアノード端子とスイッチ素子を経
由して接続されている。尚、Ｄ－ＴＦＴのソース端子は直接ＯＬＥＤのアノード端子と接
続されていてもよい。
【００４９】
　容量素子Ｃと複数のスイッチ素子は、駆動回路１１がＯＬＥＤへ電流を供給する時に、
Ｄ－ＴＦＴのゲート端子電圧を、ＯＬＥＤへの電流を供給する電圧と、Ｄ－ＴＦＴのしき
い値電圧と、Ｄ－ＴＦＴのソース端子電圧を加えた電圧とする昇圧部を構成する。
【００５０】
　複数のスイッチ素子は、第一から第五のスイッチ素子を有する。
【００５１】
　第一のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ１）で構成される。ＴＦＴ１は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続される。
【００５２】
　第二のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ２）で構成される。ＴＦＴ２は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続されていない一端）と接続さ
れている。
【００５３】
　第三のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ３）で構成される。ＴＦＴ３は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がデータ線ＤＬに接続され、ソース端子／ドレイン端子の
他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続されていない一端）と接続され
ている。データ線ＤＬは、階調相当の電圧である制御電圧を印加可能な構成となっている
。
【００５４】
　第四のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ４）で構成される。ＴＦＴ４は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端が参照電圧Ｖｒｅｆを供給する参照電圧線Ｖｒと接続されている。
【００５５】
　第五のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ５）で構成される。ＴＦＴ５は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端がＯＬＥＤのアノード端子と接続されている。
【００５６】
　有機ＥＬディスプレイは、さらにＧＮＤ、参照電圧線Ｖｒのほか、データ線ＤＬと、第
一から第三の走査線ＳＬ１からＳＬ３と、電源線ＶＳとを有する。データ線ＤＬは、ＴＦ
Ｔ３のソース端子／ドレイン端子のいずれかと接続され、Ｄ－ＴＦＴからＯＬＥＤに供給
する電流を制御する制御電圧ＶＤを供給する。第一の走査線ＳＬ１は、ＴＦＴ１、ＴＦＴ
３のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ１を供給する。第二の走査線ＳＬ２は、ＴＦＴ
２、ＴＦＴ５のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ２を供給する。第三の走査線ＳＬ３
は、ＴＦＴ４のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ３を供給する。電源線ＶＳは、電圧
ＶＳ１とＶＳ２のいずれかを供給する（電源線ＶＳの電圧を変動する手段に対応する）。
【００５７】
　ここで、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１、ＶＳ２は、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧をＶｔとすれ
ば、ＶＳ１＞ＶＳ２、かつ、Ｖｒｅｆ―Ｖｔ＞ＶＳ２を満たす。さらに、電圧ＶＳ１は、
ＯＬＥＤに電流を供給する際、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作する電圧とする。かつ、容量
素子Ｃの容量値は、Ｄ－ＴＦＴに関するオーバーラップ容量などの寄生容量の総和の３倍
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以上とする。
【００５８】
　本実施形態の動作のタイミングチャートを図２に示し、以下にその動作を示す。
【００５９】
　まず、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨ（Ｈｉｇｈ）レベル、第二の走査線Ｓ
Ｌ２の電圧信号ＳＶ２をＬ（Ｌｏｗ）レベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＨ
レベル、電源線ＶＳを電圧ＶＳ２とする。この期間（以下、リセット期間）では、ＴＦＴ
１、ＴＦＴ３が導通状態（ＯＮ）に、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５が非導通状態（ＯＦＦ）に、Ｔ
ＦＴ４が導通状態（ＯＮ）となる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子、ソース端
子電圧は、共に参照電圧線Ｖｒの参照電圧Ｖｒｅｆとなる。また、ドレイン端子電圧は、
電源線ＶＳの電圧ＶＳ２となる。さらに、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と
接続していない一端）の電圧は、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤとなる。
【００６０】
　引き続き、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電
圧信号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベル、電源線ＶＳ
を電圧ＶＳ２とする。この期間（以下、電圧書き込み期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３が
ＯＮに、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５がＯＦＦに、ＴＦＴ４がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ
－ＴＦＴのゲート端子、ソース端子電圧は、共に電源線ＶＳの電圧ＶＳ２とＤ－ＴＦＴの
しきい値電圧Ｖｔとの和ＶＳ２＋Ｖｔとなる。また、ドレイン端子電圧は、電源線ＶＳの
電圧ＶＳ２となる。さらに、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していな
い一端）の電圧は、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤとなる。この結果、容量素子Ｃの両端に
は、電圧差ＶＳ２＋Ｖｔ－ＶＤが保持される。
【００６１】
　本実施形態では、リセット期間と電圧書き込み期間を合わせ、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯ
Ｎ、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５がＯＦＦする期間を電流設定期間とする。
【００６２】
　この後、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＬレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧
信号ＳＶ２をＨレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベル、電源線ＶＳを
電圧ＶＳ１とする。この期間（以下、発光期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＦＦ、Ｔ
ＦＴ２、ＴＦＴ５がＯＮ、ＴＦＴ４がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲー
ト端子－ソース端子の電圧差は、Ｄ－ＴＦＴのソース端子の電圧が変動しても、チャージ
ポンプ効果により、ＶＳ２＋Ｖｔ－ＶＤが保持される。
【００６３】
　つまり、本実施形態では、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の
電圧（ＶＳ２）とデータ線から供給される制御電圧（ＶＤ）とから決定される電圧は、次
の通りである。すなわち、この電圧は、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレ
イン端子の電圧（ＶＳ２）からデータ線より供給される制御電圧（ＶＤ）を減算した電圧
（ＶＳ２－ＶＤ）である。
【００６４】
　よって、駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との電圧差（Ｖｇ－Ｖｓ）は、
次の通りである。すなわち、この電圧差は、駆動用トランジスタの電流設定期間における
ドレイン端子の電圧とデータ線から供給される制御電圧とから決定される電圧と、駆動用
トランジスタのしきい値電圧（Ｖｔ）とを加えた電圧であり、Ｖｇ－Ｖｓ＝ＶＳ２＋Ｖｔ
－ＶＤとなる。ここで、ＶｇはＤ－ＴＦＴのゲート端子電圧、ＶｓはＤ－ＴＦＴのソース
端子電圧である。
【００６５】
　ＯＬＥＤを発光させる際は、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧がＶｔであるので、ＶＳ２－Ｖ
Ｄ＞０、ＶＳ２－ＶＤ＜ＶＳ１、かつ、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１が十分高く、Ｄ－ＴＦＴ
が飽和領域で動作するように電圧を設定する。
【００６６】
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　この時、Ｄ－ＴＦＴは、次の式で表される電流ＩＤをＯＬＥＤに与える。
　ＩＤ＝０．５×β×（Ｖｇ－Ｖｓ－Ｖｔ）２＝０．５×β×（ＶＳ２－ＶＤ）２また、
βは、Ｄ－ＴＦＴの電流能力を示すパラメータであり、Ｄ－ＴＦＴの移動度、ゲート容量
、サイズに依存する。
【００６７】
　これによると、電流ＩＤは、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤでコントロールでき、ＯＬＥ
Ｄは、その電流－輝度特性に従い、与えられた電流ＩＤに相当する明るさで発光する。
【００６８】
　有機ＥＬディスプレイの表示動作では、例えば、上記動作を同一行の画素１０に対し同
時に行い、それを全行に対し順次行うことで、１画面分の表示を行う。１画面分の表示期
間は、フレームと呼ばれる。このフレームを１／６０秒ごとに繰り返し、表示を書き換え
ることで、画像を表示する。
【００６９】
　したがって、本実施形態において、電流ＩＤを表す式より明らかなように、Ｄ－ＴＦＴ
は、しきい値Ｖｔに影響を受けない電流ＩＤをＯＬＥＤに供給することが可能となる。従
って、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧Ｖｔがばらついたり、電気的ストレスにより変動したり
する場合においても、ＯＬＥＤに供給する電流は変わらず、定電流源として動作する。こ
れにより、ムラのない高品質な表示が可能である。
【００７０】
　また、本実施形態において、駆動回路内に用いている容量は１つだけであり、容量比精
度の課題とは無関係となる。
【００７１】
　また、本実施形態において、電流ＩＤは電圧により制御するため、高速に動作でき、負
荷の大きい大型、高精細の発光表示デバイスに適用可能である。
【００７２】
　また、本実施形態において、駆動回路をｎ型ＴＦＴのみで構成しているにも関わらず、
ＯＬＥＤのアノードを駆動回路側に設ける構成が可能である。
【００７３】
　また、本実施形態において、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤは、正電圧、負電圧どちらで
も可能である。
【００７４】
　また、本実施形態において、ｎ型ＴＦＴとして、キャリア密度が１０１８（ｃｍ－３）
以下、かつ電界効果移動度が１（ｃｍ２／Ｖｓ）以上である金属酸化物半導体層をチャネ
ル層としたｎ型ＴＦＴを用いることができる。金属酸化物半導体層をチャネル層としたｎ
型ＴＦＴを用いることより、ａ－ＳｉやＯＳ　ＴＦＴで構成した場合よりも、消費電力が
少なく、室温形成が可能なＴＦＴにより発光表示デバイスが作成できる。さらに、移動度
が高いため、必要なＴＦＴサイズが小さくてすみ、高精細化が可能となる。
【００７５】
　また、本実施形態において、アモルファス金属酸化物半導体層をチャネル層としたｎ型
ＴＦＴを用いている。これにより、アモルファス層であるため平坦性が高く、特性ばらつ
きの小さいＴＦＴを形成できる。
【００７６】
　さらに、本実施形態において、発光期間内で、ＴＦＴ５を非導通とする、あるいは、Ｖ
Ｓの電圧をＤ－ＴＦＴがＯＬＥＤに電流を供給しない電圧とする、等の手段により、ＯＬ
ＥＤが発光しない期間を設けることができる。このような期間を設けることで、人間の目
に対する動画表示を高品質化することが可能である。
【００７７】
　また、第一の走査線ＳＬ１を２つに分け、ＴＦＴ１のゲート端子に接続する走査線ＳＬ
１－１と、ＴＦＴ３のゲート端子に接続する走査線ＳＬ１－２を設ける。さらに、走査線
ＳＬ１－１の電圧信号ＳＶ１－１は、走査線ＳＬ１－２の電圧信号ＳＶ１－２よりも、早
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くＨレベルからＬレベルへ遷移するようにする。これにより、ＴＦＴ１電流設定期間から
発光期間へ変わる際、ＴＦＴ１の導通から非導通への遷移を、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５の非導
通から導通への遷移や、ＴＦＴ３の導通から非導通への遷移よりも早く行う。この場合、
容量素子Ｃに保持される電圧は、他のＴＦＴが動作することに起因する誤差要因、例えば
ノイズ、の影響を受けにくくなり、より高精度の動作が可能となる。
【００７８】
　（第二の実施形態）
　本発明の第二の実施形態における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスの画素の構成
は、第一の実施形態と同じである。ただし、本実施形態において、電源線ＶＳの電圧ＶＳ
２は一定であり、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧をＶｔとすれば、Ｖｒｅｆ―Ｖｔ＞ＶＳ２を
満たす。つまり、第一、第二、第三の走査線ＳＬ１、ＳＬ２、ＳＬ３の電圧信号ＳＶ１、
ＳＶ２、ＳＶ３を除き、最も高い電圧が参照電圧線Ｖｒの参照電圧Ｖｒｅｆとなる。さら
に、電源線ＶＳの電圧ＶＳ２は、ＯＬＥＤに電流を供給する際、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で
動作する電圧とする。
【００７９】
　本実施形態の動作のタイミングチャートを図３に示す。本実施形態の動作は、前述の通
り、電源線ＶＳの電圧ＶＳ２が一定であるほかは、第一の実施形態と同じである。
【００８０】
　本実施の形態は、第一の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、電源線ＶＳの電圧
を変動する手段が必要ではないため、有機ＥＬを用いた発光表示デバイスとしての構成が
簡単となる。
【００８１】
　（第三の実施形態）
　本発明の第三の実施形態における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスの画素の構成
を図４に示す。第一の実施形態と同様の構成要素については、その説明を簡略又は省略す
る。
【００８２】
　本実施形態は、各画素１０に、カソード端子がＧＮＤ（接地）線（以下、ＧＮＤ）に接
続（接地）している有機ＥＬ素子（以下、ＯＬＥＤ）と、そのＯＬＥＤのアノード端子に
接続される駆動回路１１とを備える。
【００８３】
　駆動回路１１は、ＯＬＥＤを駆動し、かつゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有
する駆動用トランジスタと、一端がＤ－ＴＦＴのゲート端子に接続されている容量素子Ｃ
と、複数のスイッチ素子とを有する。
【００８４】
　駆動用トランジスタは、ｎ型ＴＦＴ（以下、Ｄ－ＴＦＴ）で構成される。Ｄ－ＴＦＴは
、ドレイン端子が電源線ＶＳと接続され、ゲート端子が容量素子Ｃの一端に接続される。
【００８５】
　複数のスイッチ素子は、第一から第五のスイッチ素子を有する。
【００８６】
　第一のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ１）で構成される。ＴＦＴ１は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続されている。
【００８７】
　第二のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ２）で構成される。ＴＦＴ２は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していない一端）と接続され
る。
【００８８】
　第三のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ３）で構成される。ＴＦＴ３は、ソ
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ース端子／ドレイン端子の一端がデータ線ＤＬに接続され、ソース端子／ドレイン端子の
他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していない一端）と接続されて
いる。
【００８９】
　第四のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ４）で構成される。ＴＦＴ４は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端がＤ－ＴＦＴのドレイン端子と接続されている。
【００９０】
　第五のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ５）で構成される。ＴＦＴ５は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端がＯＬＥＤのアノード端子と接続されている。
【００９１】
　有機ＥＬディスプレイは、さらにＧＮＤ、データ線ＤＬと、第一から第三の走査線ＳＬ
１からＳＬ３と、電源線ＶＳとを有する。データ線ＤＬは、ＴＦＴ３のソース端子／ドレ
イン端子のいずれかと接続され、Ｄ－ＴＦＴからＯＬＥＤに供給する電流を制御する制御
電圧ＶＤを供給する。第一の走査線ＳＬ１は、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３のゲート端子と接続さ
れ、電圧信号ＳＶ１を供給する。第二の走査線ＳＬ２は、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５のゲート端
子と接続され、電圧信号ＳＶ２を供給する。第三の走査線ＳＬ３は、ＴＦＴ４のゲート端
子と接続され、電圧信号ＳＶ３を供給する。電源線ＶＳは、電圧ＶＳ１とＶＳ２のいずれ
かを供給する。
【００９２】
　ここで、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１、ＶＳ２は、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧をＶｔとすれ
ば、ＶＳ１―Ｖｔ＞ＶＳ２を満たす。さらに、電圧ＶＳ１は、ＯＬＥＤに電流を供給する
際、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作する電圧とする。かつ、容量素子Ｃの容量値は、Ｄ－Ｔ
ＦＴに関するオーバーラップ容量などの寄生容量の総和の３倍以上とする。
【００９３】
　本実施形態の動作のタイミングチャートを図５に示し、以下にその動作を示す。
【００９４】
　まず、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧信
号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＨレベル、電源線ＶＳを電
圧ＶＳ１とする。この期間（以下、リセット期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３が導通状態
（ＯＮ）に、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５が非導通状態（ＯＦＦ）に、ＴＦＴ４が導通状態（ＯＮ
）となる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子、ソース端子、ドレイン端子電圧は
、共に電源線ＶＳの電圧ＶＳ１となる。さらに、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート
端子と接続していない一端）の電圧は、データ線ＤＬの電圧ＶＤとなる。
【００９５】
　引き続き、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電
圧信号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベル、電源線ＶＳ
を電圧ＶＳ２とする。この期間（以下、電圧書き込み期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３が
ＯＮに、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５がＯＦＦに、ＴＦＴ４がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ
－ＴＦＴのゲート端子、ソース端子電圧は、共に電源線ＶＳの電圧ＶＳ２とＤ－ＴＦＴの
しきい値電圧Ｖｔとの和ＶＳ２＋Ｖｔとなる。また、ドレイン端子電圧は、電源線ＶＳの
電圧ＶＳ２となる。さらに、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していな
い一端）の電圧は、データ線ＤＬの電圧ＶＤとなる。この結果、容量素子Ｃの両端には、
電圧差ＶＳ２＋Ｖｔ－ＶＤが保持される。
【００９６】
　本実施形態では、リセット期間と電圧書き込み期間を合わせ、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯ
Ｎ、ＴＦＴ２、ＴＦＴ５がＯＦＦする期間を電流設定期間とする。
【００９７】
　この後、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＬレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧
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信号ＳＶ２をＨレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベル、電源線ＶＳを
電圧ＶＳ１とする。この期間（以下、発光期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＦＦ、Ｔ
ＦＴ２、ＴＦＴ５がＯＮ、ＴＦＴ４がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲー
ト端子－ソース端子の電圧差は、Ｄ－ＴＦＴのソース端子の電圧が変動しても、チャージ
ポンプ効果により、ＶＳ２＋Ｖｔ－ＶＤが保持される。
【００９８】
　つまり、本実施形態では、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の
電圧（ＶＳ２）とデータ線から供給される制御電圧（ＶＤ）とから決定される電圧が、Ｖ
Ｓ２－ＶＤである。
【００９９】
　よって、駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との電圧差（Ｖｇ－Ｖｓ）は、
次の通りである。すなわち、この電圧差は、駆動用トランジスタの電流設定期間における
ドレイン端子の電圧とデータ線から供給される制御電圧とから決定される電圧と、駆動用
トランジスタのしきい値電圧（Ｖｔ）とを加えた電圧であり、Ｖｇ－Ｖｓ＝ＶＳ２＋Ｖｔ
－ＶＤとなる。ここで、ＶｇはＤ－ＴＦＴのゲート端子電圧、ＶｓはＤ－ＴＦＴのソース
端子電圧である。
【０１００】
　Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧がＶｔであるので、ＶＳ２－ＶＤ＞０、ＶＳ２－ＶＤ＜ＶＳ
１、かつ、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１が十分高く、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作するように
電圧を設定する。
【０１０１】
　この時、Ｄ－ＴＦＴは、次の式で表される電流ＩＤをＯＬＥＤに与える。
　ＩＤ＝０．５×β×（Ｖｇ－Ｖｓ－Ｖｔ）２＝０．５×β×（ＶＳ２－ＶＤ）２また、
βは、Ｄ－ＴＦＴの電流能力を示すパラメータであり、Ｄ－ＴＦＴの移動度、ゲート容量
、サイズに依存する。
【０１０２】
　これによると、電流ＩＤは、ＶＤでコントロールでき、ＯＬＥＤは、その電流－輝度特
性に従い、与えられた電流ＩＤに相当する明るさで発光する。
【０１０３】
　有機ＥＬディスプレイの表示動作では、例えば、上記動作を同一行の画素に対し同時に
行い、それを全行に対し順次行うことで、１画面分の表示を行う。１画面分の表示期間は
、フレームと呼ばれる。このフレームを１／６０秒ごとに繰り返し、表示を書き換えるこ
とで、画像を表示する。
【０１０４】
　本実施形態は、第一の実施形態で述べたものと同様の効果が得られる。さらに、参照電
圧線Ｖｒを必要としないため、構成が簡単となる。
【０１０５】
　（第四の実施形態）
　本発明の第四の実施形態における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスの画素の構成
を図６に示す。第一の実施形態と同様の構成要素については、その説明を簡略又は省略す
る。
【０１０６】
　本実施形態は、各画素１０に、カソード端子がＧＮＤ（接地）線（以下、ＧＮＤ）に接
続（接地）している有機ＥＬ素子（以下、ＯＬＥＤ）と、そのＯＬＥＤのアノード端子に
接続される駆動回路１１とを備える。
【０１０７】
　駆動回路１１は、ＯＬＥＤを駆動し、かつゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有
する駆動用トランジスタと、一端がＤ－ＴＦＴのゲート端子に接続されている容量素子Ｃ
と、複数のスイッチ素子とを有する。
【０１０８】
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　駆動用トランジスタは、ｎ型ＴＦＴ（以下、Ｄ－ＴＦＴ）で構成される。Ｄ－ＴＦＴは
、ドレイン端子が電源線ＶＳと接続され、ゲート端子が容量素子Ｃの一端に接続している
。
【０１０９】
　複数のスイッチ素子は、第一から第四のスイッチ素子を有する。
【０１１０】
　第一のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ１）で構成される。ＴＦＴ１は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続されている。
【０１１１】
　第二のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ２）で構成される。ＴＦＴ２は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していない一端）と接続され
ている。
【０１１２】
　第三のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ３）で構成される。ＴＦＴ３は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がデータ線ＤＬに接続され、ソース端子／ドレイン端子の
他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していない一端）と接続されて
いる。
【０１１３】
　第四のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ４）で構成される。ＴＦＴ４は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端が参照電圧Ｖｒｅｆを供給する参照電圧線Ｖｒと接続されている。
【０１１４】
　有機ＥＬディスプレイは、さらにＧＮＤ、参照電圧線Ｖｒのほか、データ線ＤＬと、第
一から第三の走査線ＳＬ１からＳＬ３と、電源線ＶＳとを有する。データ線ＤＬは、ＴＦ
Ｔ３のソース端子／ドレイン端子のいずれかと接続され、Ｄ－ＴＦＴからＯＬＥＤに供給
する電流を制御する制御電圧ＶＤを供給する。第一の走査線ＳＬ１は、ＴＦＴ１、ＴＦＴ
３のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ１を供給する。第二の走査線ＳＬ２は、ＴＦＴ
２のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ２を供給する。第三の走査線ＳＬ３は、ＴＦＴ
４のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ３を供給する。電源線ＶＳは、電圧ＶＳ１とＶ
Ｓ２のいずれかを供給する。
【０１１５】
　ここで、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１、ＶＳ２は、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧をＶｔとすれ
ば、ＶＳ１＞ＶＳ２、かつ、Ｖｒｅｆ―Ｖｔ＞ＶＳ２を満たす。さらに、電源線ＶＳの電
圧ＶＳ１は、ＯＬＥＤに電流を供給する際、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作する電圧とする
。また、参照電圧Ｖｒｅｆは、ＯＬＥＤが電流を流し、発光するしきい値電圧以下とする
。ここで、本実施形態では、電源線ＶＳの電圧ＶＳ２をＧＮＤとし、データ線ＤＬの制御
電圧ＶＤを負電圧とする。かつ、容量素子Ｃの容量値は、Ｄ－ＴＦＴに関するオーバーラ
ップ容量などの寄生容量の総和の３倍以上とする。
【０１１６】
　本実施形態の動作のタイミングチャートを図７に示し、以下にその動作を示す。
【０１１７】
　まず、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧信
号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＨレベル、電源線ＶＳを電
圧ＶＳ２とする。この期間（以下、リセット期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３が導通状態
（ＯＮ）に、ＴＦＴ２が非導通状態（ＯＦＦ）に、ＴＦＴ４が導通状態（ＯＮ）となる。
本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子、ソース端子電圧は、共に参照電圧線Ｖｒの参
照電圧Ｖｒｅｆとなる。また、ドレイン端子電圧は、電源線ＶＳの電圧ＶＳ２となる。さ
らに、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していない一端）の電圧は、デ
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ータ線ＤＬの電圧ＶＤとなる。
【０１１８】
　引き続き、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２のＳ
Ｖ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベル、電源線Ｓを電圧ＶＳ
２とする。この期間（以下、電圧書き込み期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＮに、Ｔ
ＦＴ２がＯＦＦに、ＴＦＴ４がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子
、ソース端子電圧は、共に電源線ＶＳの電圧ＶＳ２とＤ－ＴＦＴのしきい値電圧Ｖｔとの
和ＶＳ２＋Ｖｔとなる。また、ドレイン端子電圧は、電源線ＶＳの電圧ＶＳ２となる。さ
らに、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのゲート端子と接続していない一端）の電圧は、デ
ータ線ＤＬの電圧となる。この結果、容量素子Ｃの両端には、電圧差ＶＳ２＋Ｖｔ－ＶＤ
が保持される。
【０１１９】
　本実施形態では、リセット期間と電圧書き込み期間を合わせ、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯ
Ｎ、ＴＦＴ２がＯＦＦする期間を電流設定期間とする。本期間において、ＯＬＥＤに電流
は流れない。
【０１２０】
　この後、第二の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＬレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧
信号ＳＶ２をＨレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベル、電源線ＶＳを
電圧ＶＳ１とする。この期間（以下、発光期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＦＦ、Ｔ
ＦＴ２がＯＮ、ＴＦＴ４がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子－ソ
ース端子の電圧差は、Ｄ－ＴＦＴのソース端子の電圧が変動しても、チャージポンプ効果
により、ＶＳ２＋Ｖｔ－ＶＤが保持される。
【０１２１】
　つまり、本実施形態では、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の
電圧（ＶＳ２）とデータ線から供給される制御電圧（ＶＤ）とから決定される電圧が、Ｖ
Ｓ２－ＶＤである。
【０１２２】
　よって、駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との電圧差（Ｖｇ－Ｖｓ）は、
次の通りである。すなわち、この電圧差は、駆動用トランジスタの電流設定期間における
ドレイン端子の電圧とデータ線から供給される制御電圧とから決定される電圧と、駆動用
トランジスタのしきい値電圧（Ｖｔ）とを加えた電圧であり、Ｖｇ－Ｖｓ＝ＶＳ２＋Ｖｔ
－ＶＤとなる。ここで、ＶｇはＤ－ＴＦＴのゲート端子電圧、ＶｓはＤ－ＴＦＴのソース
端子電圧である。
【０１２３】
　Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧がＶｔであるので、ＶＳ２－ＶＤ＞０、ＶＳ２－ＶＤ＜ＶＳ
１、かつ、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１が十分高く、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作するように
電圧を設定する。
【０１２４】
　この時、Ｄ－ＴＦＴは、次の式で表される電流ＩＤをＯＬＥＤに与える。
　ＩＤ＝０．５×β×（Ｖｇ－Ｖｓ－Ｖｔ）２＝０．５×β×（ＶＳ２－ＶＤ）２また、
βは、Ｄ－ＴＦＴの電流能力を示すパラメータであり、Ｄ－ＴＦＴの移動度、ゲート容量
、サイズに依存する。
【０１２５】
　これによると、電流ＩＤは、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤでコントロールでき、ＯＬＥ
Ｄは、その電流－輝度特性に従い、与えられた電流ＩＤに相当する明るさで発光する。
【０１２６】
　有機ＥＬディスプレイの表示動作では、例えば、上記動作を同一行の画素に対し同時に
行い、それを全行に対し順次行うことで、１画面分の表示を行う。１画面分の表示期間は
、フレームと呼ばれる。このフレームを１／６０秒ごとに繰り返し、表示を書き換えるこ
とで、画像を表示する。
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【０１２７】
　本実施形態は、第一の実施形態で述べたものと同様の効果が得られる。さらに、第一の
実施形態と異なり、ＴＦＴ５を必要としないため、構成が簡単となる。
【０１２８】
　第一の実施形態から第四の実施形態において、画素内の駆動回路は、電流設定期間にお
いて、容量素子Ｃが、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子－ソース端子間に、Ｄ－ＴＦＴのしきい値
電圧のＯＬＥＤに供給する電流を設定する電圧の和を保持する。従って、Ｄ－ＴＦＴのし
きい値電圧に依存することなく、ＯＬＥＤに供給する電流を設定することができる。
【０１２９】
　また、駆動回路内に容量素子Ｃは１つであり、その容量値が寄生容量に比べ十分大きけ
れば、ＯＬＥＤに供給する電流は容量素子Ｃに依存しない。
【０１３０】
　また、本実施形態によれば、ＯＬＥＤに供給する電流の設定を電圧により行うため、負
荷の大きい大型、高精細の発光表示デバイスに適用可能である。
【０１３１】
　また、本実施形態によれば、駆動回路をｎ型ＴＦＴのみで構成し、ＯＬＥＤのアノード
を駆動回路側に設け、下から、アノード電極、有機材料発光層、カソード電極という順に
積層する構成が可能である。
【０１３２】
　また、本実施形態によれば、ｎ型ＴＦＴとして、キャリア密度が１０１８（ｃｍ－３）
以下、かつ電界効果移動度が１（ｃｍ２／Ｖｓ）以上である金属酸化物半導体層をチャネ
ル層としたｎ型ＴＦＴを用いる。これにより、ａ－ＳｉやＯＳ　ＴＦＴで構成した場合よ
りも、消費電力が少なく、室温形成が可能なＴＦＴにより発光表示デバイスが作成できる
。さらに、移動度が高いため、必要なＴＦＴサイズが小さくてすみ、高精細化が可能とな
る。
【０１３３】
　また、本実施形態によれば、アモルファス金属酸化物半導体層をチャネル層としたｎ型
ＴＦＴを用いる。これにより、アモルファス層であるため平坦性が高く、特性ばらつきの
小さいＴＦＴを形成できる。
【０１３４】
　（第一の参考例）
　本発明の第一の参考例における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスの画素の構成を
図１０に示す。
【０１３５】
　本参考例による有機ＥＬディスプレイは、各画素１０に、カソード端子がＧＮＤ（接地
）線（以下、ＧＮＤ）に接続（接地）している有機ＥＬ素子（以下、ＯＬＥＤ）と、その
ＯＬＥＤのアノード端子に接続される駆動回路１１とを備える。
【０１３６】
　ＯＬＥＤは、アノード端子とカソード端子の間に、有機材料による発光層が挟まれた構
造を有し、駆動回路１１から供給される電流に応じた輝度で発光する。
【０１３７】
　駆動回路１１は、ＯＬＥＤを駆動し、かつゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有
する駆動用トランジスタと、一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続されている容量素子Ｃ
と、複数のスイッチ素子とを有する。
【０１３８】
　駆動用トランジスタは、ｎ型ＴＦＴ（以下、Ｄ－ＴＦＴ）で構成される。Ｄ－ＴＦＴは
、ドレイン端子が電源線ＶＳと接続されている。
【０１３９】
　容量素子Ｃと複数のスイッチ素子は、駆動回路１１がＯＬＥＤへ電流を供給する時に、
Ｄ－ＴＦＴのゲート端子電圧を、ＯＬＥＤへの電流を供給する電圧と、Ｄ－ＴＦＴのしき
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い値電圧と、Ｄ－ＴＦＴのソース端子電圧を加えた電圧とする昇圧部を構成する。
【０１４０】
　複数のスイッチ素子は、第一から第四のスイッチ素子を有する。
【０１４１】
　第一のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ１）で構成される。ＴＦＴ１は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのドレイン端子と接続され、ソース／ドレイン端
子の他端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続されている。
【０１４２】
　第二のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ２）で構成される。ＴＦＴ２は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース端子と接続されていない一端）と接続さ
れている。
【０１４３】
　第三のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ３）で構成される。ＴＦＴ３は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がデータ線ＤＬに接続され、ソース端子／ドレイン端子の
他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース端子と接続されていない一端）と接続され
ている。
【０１４４】
　第四のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ４）で構成される。ＴＦＴ４は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端がＯＬＥＤのアノード端子と接続されている。
【０１４５】
　有機ＥＬディスプレイは、さらにＧＮＤのほか、データ線ＤＬと、第一、第二の走査線
ＳＬ１、ＳＬ２と、電源線ＶＳとを有する。データ線ＤＬは、Ｄ－ＴＦＴからＯＬＥＤに
供給する電流を制御する制御電圧ＶＤを供給する。電源線ＶＳは、電圧ＶＳ１を供給する
。第一の走査線ＳＬ１は、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ１
を供給する第二の走査線ＳＬ２は、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４のゲート端子と接続され、電圧信
号ＳＶ２を供給する。
【０１４６】
　ここで、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１は、ＯＬＥＤに電流を供給する際、Ｄ－ＴＦＴが飽和
領域で動作する電圧とする。かつ、容量素子Ｃの容量値は、Ｄ－ＴＦＴに関するチャネル
容量と、オーバーラップ容量などの寄生容量との和の３倍以上とする。
【０１４７】
　本参考例のタイミングチャートを図１１に示し、以下にその動作を説明する。
【０１４８】
　まず、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧信
号ＳＶ２をＬレベルとする。この期間（以下、電圧書き込み期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦ
Ｔ３がＯＮに、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのソー
ス端子電圧は、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧をＶｔとすると、ＶＳ１－Ｖｔとなる。また、
容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース端子と接続していない一端）の電圧は、データ線
ＤＬの電圧ＶＤとなる。この結果、容量素子Ｃの両端には、電圧差ＶＤ－ＶＳ１＋Ｖｔが
保持される。
【０１４９】
　本参考例では、電圧書き込み期間がＯＬＥＤに供給する電流を設定する電流設定期間と
なる。
【０１５０】
　この後、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＬレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧
信号ＳＶ２をＨレベルとする。この期間（以下、発光期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３が
ＯＦＦ、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４がＯＮとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子－
ソース端子の電圧差は、Ｄ－ＴＦＴのソース端子の電圧が変動しても、チャージポンプ効
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果により、ＶＤ－ＶＳ１＋Ｖｔが保持される。
【０１５１】
　つまり、本参考例では、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の電
圧（ＶＳ１）とデータ線から供給される制御電圧（ＶＤ）とから決定される電圧は、次の
通りである。すなわち、この電圧は、データ線より供給される制御電圧（ＶＤ）から駆動
用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の電圧（ＶＳ１）を減算した電圧（
ＶＤ－ＶＳ１）である。
【０１５２】
　よって、駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との電圧差（Ｖｇ－Ｖｓ）は、
次の通りである。すなわち、この電圧差は、駆動用トランジスタの電流設定期間における
ドレイン端子の電圧とデータ線から供給される制御電圧とから決定される電圧と、駆動用
トランジスタのしきい値電圧（Ｖｔ）とを加えた電圧であり、Ｖｇ－Ｖｓ＝ＶＤ－ＶＳ１
＋Ｖｔとなる。ここで、ＶｇはＤ－ＴＦＴのゲート端子電圧、ＶｓはＤ－ＴＦＴのソース
端子電圧である。
【０１５３】
　電源線ＶＳの電圧ＶＳ１が十分高く、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作するように電圧を設
定する。
【０１５４】
　この時、Ｄ－ＴＦＴは、次の式で表される電流ＩＤをＯＬＥＤに与える。
　ＩＤ＝０．５×β×（Ｖｇ－Ｖｓ－Ｖｔ）２＝０．５×β×（ＶＤ－ＶＳ１）２また、
βは、Ｄ－ＴＦＴの電流能力を示すパラメータであり、Ｄ－ＴＦＴの移動度、ゲート容量
、サイズに依存する。
【０１５５】
　これによると、電流ＩＤは、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤでコントロールでき、ＯＬＥ
Ｄは、その電流－輝度特性に従い、与えられた電流ＩＤに相当する明るさで発光する。
【０１５６】
　有機ＥＬディスプレイの表示動作では、例えば、上記動作を同一行の画素に対し同時に
行い、それを全行に対し順次行うことで、１画面分の表示を行う。１画面分の表示期間は
、フレームと呼ばれる。このフレームを、例えば、１／６０秒ごとに繰り返し、表示を書
き換えることで、画像を表示する。
【０１５７】
　本参考例において、電流ＩＤを表す式より明らかなように、Ｄ－ＴＦＴは、しきい値Ｖ
ｔに影響を受けない電流ＩＤを、ＯＬＥＤに供給することが可能となる。従って、前記Ｖ
ｔがばらついたり、電気的ストレスにより変動したりする場合においても、ＯＬＥＤに供
給する電流は変わらず、定電流源として動作する。これにより、ムラのない高品質な表示
が可能である。
【０１５８】
　また、本参考例において、駆動回路内に用いている容量素子は１つだけであり、容量比
精度の課題とは無関係となる。さらに、容量素子Ｃの容量値は、Ｄ－ＴＦＴのチャネル容
量と、オーバーラップ容量などの寄生容量との和の３倍以上であるため、電流設定期間と
発光期間でのＤ－ＴＦＴのソース端子、ドレイン端子の電圧変化の影響を抑制できる。
【０１５９】
　また、本構成において、電流ＩＤは電圧により制御するため、高速に動作でき、負荷の
大きい大型、高精細の発光表示デバイスに適用可能である。
【０１６０】
　また、本参考例において、駆動回路をｎ型ＴＦＴのみで構成しているにも関わらず、Ｏ
ＬＥＤのアノードを駆動回路側に設ける構成が可能である。
【０１６１】
　また、本参考例において、ｎ型ＴＦＴとして、キャリア密度が１０１８（ｃｍ－３）以
下、かつ電界効果移動度が１（ｃｍ２／Ｖｓ）以上である金属酸化物半導体層をチャネル
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層としたｎ型ＴＦＴを用いている。これにより、ａ－ＳｉやＯＳ　ＴＦＴで構成した場合
よりも、消費電力が少なく、室温形成が可能なＴＦＴにより発光表示デバイスが作成でき
る。さらに、移動度が高いため、必要なＴＦＴサイズが小さくてすみ、高精細化が可能と
なる。
【０１６２】
　また、本参考例において、アモルファス金属酸化物半導体層をチャネル層としたｎ型Ｔ
ＦＴを用いている。これにより、アモルファス層であるため平坦性が高く、特性ばらつき
の小さいＴＦＴを形成できる。
【０１６３】
　また、本参考例において、第一の走査線ＳＬ１を２つに分け、ＴＦＴ１のゲート端子に
接続する走査線ＳＬ１－１と、ＴＦＴ３のゲート端子に接続する走査線ＳＬ１－２を設け
る。さらに、走査線ＳＬ１－２の電圧信号ＳＶ１－２は、走査線ＳＬ１－１の電圧信号Ｓ
Ｖ１－１よりも、早くＨレベルからＬレベルへ遷移するようにする。これにより、電流設
定期間から発光期間へ変わる際、ＴＦＴ３のＯＮからＯＦＦへの遷移を、ＴＦＴ２、ＴＦ
Ｔ４のＯＦＦからＯＮへの遷移や、ＴＦＴ１のＯＮからＯＦＦへの遷移よりも早く行う。
この場合、容量素子Ｃに保持される電圧は、他のＴＦＴが動作することに起因する誤差要
因、例えばノイズの影響を受けにくくなり、より高精度の動作が可能となる。以上のよう
な、電流設定期間から発光期間の遷移の際、ＴＦＴ３の動作を他のＴＦＴよりも早く行う
手段は、以下に述べるでも用いることができ、同様の効果を得られる。
【０１６４】
　さらに、本参考例において、タイミングチャートを図１２に示すような動作を行うこと
で新たな効果が得られる。図１２では、第二の走査線ＳＬ２の電圧信号ＳＶ２がＬレベル
からＨレベルへ変化するタイミングをずらし、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＮからＯＦＦへ遷
移するタイミングから、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４がＯＦＦからＯＮへ遷移するタイミングの間
に一定の期間を設けている。この期間は、ＯＬＥＤに電流が流れないため、発光しない期
間（以下、黒表示期間）となる。本期間を設けることで、新たに信号線を設けることなく
、人間の目に映る残像が減少し、動画表示品質を向上することができる。以上のような黒
表示期間を設けることは、以下に述べるでも用いることができ、同様の効果を得られる。
【０１６５】
　（第二の参考例）
　本発明の第二の参考例における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスの画素の構成は
、第一の参考例と同様に図１０で示される。
【０１６６】
　ただし、本参考例は、電源線ＶＳは、電圧ＶＳ１に固定ではなく、電圧ＶＳ１、ＶＳ２
いずれかの値を取ることを特徴としている（Ｄ－ＴＦＴのドレイン端子電圧を変動する手
段に対応する）。本参考例の動作のタイミングチャートを図１３に示し、以下にその動作
を示す。
【０１６７】
　まず、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧信
号ＳＶ２をＬレベル、電源線ＶＳを電圧ＶＳ２とする。この期間（以下、電圧書き込み期
間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３が導通状態（ＯＮ）に、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４が非導通状態
（ＯＦＦ）になる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子、ドレイン端子電圧は、共
に電源線の電圧ＶＳ２となる。また、Ｄ－ＴＦＴのソース端子電圧は、Ｄ－ＴＦＴのしき
い値電圧をＶｔとすると、ＶＳ２―Ｖｔとなり、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース
端子と接続していない一端）の電圧は、データ線ＤＬの電圧ＶＤとなる。この結果、容量
素子Ｃの両端には、電圧ＶＤ―ＶＳ２＋Ｖｔが保持される。
【０１６８】
　本参考例では、電圧書き込み期間がＯＬＥＤに供給する電流を設定する電流設定期間と
なる。
【０１６９】
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　この後、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＬレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧
信号ＳＶ２をＨレベル、電源線ＶＳを電圧ＶＳ１とする。この期間（以下、発光期間）で
は、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＦＦ、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４がＯＮとなる。本期間において、
Ｄ－ＴＦＴのゲート端子－ソース端子の電圧差は、Ｄ－ＴＦＴのソース端子の電圧が変動
しても、チャージポンプ効果により、ＶＤ－ＶＳ２＋Ｖｔが保持される。
【０１７０】
　つまり、本参考例では、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の電
圧（ＶＳ２）とデータ線から供給される制御電圧（ＶＤ）とから決定される電圧が、ＶＤ
－ＶＳ２である。
【０１７１】
　よって、駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との電圧差（Ｖｇ－Ｖｓ）は、
次の通りである。すなわち、この電圧差は、駆動用トランジスタの電流設定期間における
ドレイン端子の電圧とデータ線から供給される制御電圧とから決定される電圧と、駆動用
トランジスタのしきい値電圧（Ｖｔ）とを加えた電圧であり、Ｖｇ－Ｖｓ＝ＶＤ－ＶＳ２
＋Ｖｔとなる。ここで、ＶｇはＤ－ＴＦＴのゲート端子電圧、ＶｓはＤ－ＴＦＴのソース
端子電圧である。
【０１７２】
　ＶＳ１は、ＶＳ２よりも高く、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作するように電圧を設定する
。
【０１７３】
　この時、Ｄ－ＴＦＴは、次の式で表される電流ＩＤをＯＬＥＤに与える。
　ＩＤ＝０．５×β×（Ｖｇ－Ｖｓ－Ｖｔ）２＝０．５×β×（ＶＤ－ＶＳ２）２また、
βは、Ｄ－ＴＦＴの電流能力を示すパラメータであり、Ｄ－ＴＦＴの移動度、ゲート容量
、サイズに依存する。
【０１７４】
　これによると、電流ＩＤは、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤでコントロールでき、ＯＬＥ
Ｄは、その電流－輝度特性に従い、与えられた電流ＩＤに相当する明るさで発光する。
【０１７５】
　有機ＥＬディスプレイの表示動作では、例えば、上記動作を同一行の画素に対し同時に
行い、それを全行に対し順次行うことで、１画面分の表示を行う。１画面分の表示期間は
、フレームと呼ばれる。このフレームを、例えば、１／６０秒ごとに繰り返し、表示を書
き換えることで、画像を表示する。
【０１７６】
　本参考例は、第一の参考例で述べたものと同様の効果が得られる。さらに、ＶＳ２が低
いため、第一の参考例に比べデータ線ＤＬのＶＤの電圧が低くても、同じ電流を流すこと
が可能となる。これにより、データ線ＤＬのＶＤを印加するための回路や、表示装置全体
の消費電力を抑えることができる。
【０１７７】
　また、ＶＳ２を、ＯＬＥＤが電流を流し、発光するしきい値電圧以下とする。その場合
、ＴＦＴ４が無くても上記と同じ動作が可能となリ、少ない素子数で、同様の効果が得ら
れる。
【０１７８】
　（第三の参考例）
　本発明の第三の参考例における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスの画素の構成を
図１４に示す。第一の参考例と同様の構成要素については、その説明を簡略又は省略する
。
【０１７９】
　本参考例は、各画素１０に、カソード端子がＧＮＤ（接地）線（以下、ＧＮＤ）に接続
（接地）している有機ＥＬ素子（以下、ＯＬＥＤ）と、そのＯＬＥＤのアノード端子に接
続される駆動回路１１とを備える。
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【０１８０】
　駆動回路１１は、ＯＬＥＤを駆動し、かつゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有
する駆動用トランジスタと、一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続されている容量素子Ｃ
と、複数のスイッチ素子とを有する。
【０１８１】
　駆動用トランジスタは、ｎ型ＴＦＴ（以下、Ｄ－ＴＦＴ）で構成される。Ｄ－ＴＦＴは
、ドレイン端子が電源線ＶＳと接続されている。
【０１８２】
　複数のスイッチ素子は、第一から第五のスイッチ素子を有する。
【０１８３】
　第一のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ１）で構成される。ＴＦＴ１は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのドレイン端子と接続され、ソース／ドレイン端
子の他端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続されている。
【０１８４】
　第二のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ２）で構成される。ＴＦＴ２は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース端子と接続されていない一端）と接続さ
れている。
【０１８５】
　第三のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ３）で構成される。ＴＦＴ３は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がデータ線ＤＬに接続され、ソース端子／ドレイン端子の
他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース端子と接続されていない一端）と接続され
ている。
【０１８６】
　第四のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ４）で構成される。ＴＦＴ４は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端がＯＬＥＤのアノード端子と接続している。
【０１８７】
　第五のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ５）で構成される。ＴＦＴ５は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端がＧＮＤに接続（接地）されている。
【０１８８】
　有機ＥＬディスプレイは、ＧＮＤのほか、データ線ＤＬと、第一から第三の走査線ＳＬ
１からＳＬ３と、電源線ＶＳとを有する。データ線ＤＬは、Ｄ－ＴＦＴからＯＬＥＤに供
給する電流を制御する制御電圧ＶＤを供給する。電源線ＶＳは、電圧ＶＳ１を供給する。
第一の走査線ＳＬ１は、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３のゲート端子と接続され、電圧信号ＳＶ１を
供給する。第二の走査線ＳＬ２は、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４のゲート端子と接続され、電圧信
号ＳＶ２を供給する。第三の走査線ＳＬ３は、ＴＦＴ５のゲート端子と接続され、電圧信
号ＳＶ３を供給する。
【０１８９】
　ここで、電源線ＶＳの電圧ＶＳ１は、ＯＬＥＤに電流を供給する際、Ｄ－ＴＦＴが飽和
領域で動作する電圧とする。かつ、容量素子Ｃの容量値は、Ｄ－ＴＦＴに関するチャネル
容量と、オーバーラップ容量などの寄生容量との和の３倍以上とする。
【０１９０】
　本参考例のタイミングチャートを図１５に示し、以下にその動作を示す。
【０１９１】
　まず、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧信
号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＨレベルとする。この期間
（以下、リセット期間）において、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＮに、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４が
ＯＦＦに、ＴＦＴ５がＯＮになる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのソース端子電圧は、Ｇ
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ＮＤとなる。
【０１９２】
　引き続き、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電
圧信号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベルとする。この
期間（電圧書き込み期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＮに、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４がＯ
ＦＦ、ＴＦＴ５がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのソース端子電圧は、Ｄ－
ＴＦＴのしきい値電圧をＶｔとすると、ＶＳ１－Ｖｔとなり、容量素子Ｃの他端（Ｄ－Ｔ
ＦＴのソース端子と接続していない一端）の電圧は、データ線ＤＬの電圧ＶＤとなる。こ
の結果、容量素子Ｃの両端には、電圧差ＶＤ－ＶＳ１＋Ｖｔが保持される。
【０１９３】
　本参考例では、リセット期間と電圧書き込み期間を加えた期間が、ＯＬＥＤに供給する
電流を設定する電流設定期間となる。
【０１９４】
　この後、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＬレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧
信号ＳＶ２をＨレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベルとする。この期
間（以下、発光期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＦＦ、ＴＦＴ２、ＴＦＴ４がＯＮ、
ＴＦＴ５がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子－ソース端子の電圧
差は、Ｄ－ＴＦＴのソース端子の電圧が変動しても、チャージポンプ効果により、ＶＤ－
ＶＳ１＋Ｖｔが保持される。
【０１９５】
　つまり、本参考例では、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の電
圧（ＶＳ１）とデータ線から供給される制御電圧（ＶＤ）とから決定される電圧が、ＶＤ
－ＶＳ１である。
【０１９６】
　よって、駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との電圧差（Ｖｇ－Ｖｓ）は、
次の通りである。すなわち、この電圧差は、駆動用トランジスタの電流設定期間における
ドレイン端子の電圧とデータ線から供給される制御電圧とから決定される電圧と、駆動用
トランジスタのしきい値電圧（Ｖｔ）とを加えた電圧であり、Ｖｇ－Ｖｓ＝ＶＤ－ＶＳ１
＋Ｖｔとなる。ここで、ＶｇはＤ－ＴＦＴのゲート端子電圧、ＶｓはＤ－ＴＦＴのソース
端子電圧である。
【０１９７】
　電源線ＶＳの電圧ＶＳ１が十分高く、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作するように電圧を設
定する。
【０１９８】
　この時、Ｄ－ＴＦＴは、次の式で表される電流ＩＤをＯＬＥＤに与える。
　ＩＤ＝０．５×β×（Ｖｇ－Ｖｓ－Ｖｔ）２＝０．５×β×（ＶＤ－ＶＳ１）２また、
βは、Ｄ－ＴＦＴの電流能力を示すパラメータであり、Ｄ－ＴＦＴの移動度、ゲート容量
、サイズに依存する。
【０１９９】
　これによると、電流ＩＤは、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤでコントロールでき、ＯＬＥ
Ｄは、その電流－輝度特性に従い、与えられた電流ＩＤに相当する明るさで発光する。
【０２００】
　有機ＥＬディスプレイの表示動作では、例えば、上記動作を同一行の画素に対し同時に
行い、それを全行に対し順次行うことで、１画面分の表示を行う。１画面分の表示期間は
、フレームと呼ばれる。このフレームを、例えば、１／６０秒ごとに繰り返し、表示を書
き換えることで、画像を表示する。
【０２０１】
　本参考例において、リセット期間を設けることで、ノイズ等の影響により、Ｄ－ＴＦＴ
のソース端子の電圧が、電源線ＶＳの電圧よりも高くなった場合でも、正常に動作するこ
とができる。また、本参考例は、第一の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、第二
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の参考例と同様な動作を実現することも可能である。
【０２０２】
　（第四の参考例）
　本発明の第四の参考例における有機ＥＬ素子を用いた発光表示デバイスの画素の構成を
図１６に示す。第一の参考例と同様の構成要素については、その説明を簡略又は省略する
。
【０２０３】
　本参考例は、各画素１０に、カソード端子がＧＮＤ（接地）線（以下、ＧＮＤ）に接続
（接地）されている有機ＥＬ素子（以下、ＯＬＥＤ）と、そのＯＬＥＤのアノード端子に
接続される駆動回路１１とを備える。
【０２０４】
　駆動回路１１は、ＯＬＥＤを駆動し、かつゲート端子、ソース端子、ドレイン端子を有
する駆動用トランジスタと、一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続されている容量素子Ｃ
と、複数のスイッチ素子とを有する。
【０２０５】
　駆動用トランジスタは、ｎ型ＴＦＴ（以下、Ｄ－ＴＦＴ）で構成される。Ｄ－ＴＦＴは
、ドレイン端子が第一の電源線ＶＳと接続されている。
【０２０６】
　複数のスイッチ素子は、第一から第五のスイッチ素子（第四のスイッチ素子を除く）を
有する。
【０２０７】
　第一のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ１）で構成される。ＴＦＴ１は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのドレイン端子と接続され、ソース／ドレイン端
子の他端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続されている。第一のｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ
１）を有する。
【０２０８】
　第二のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ２）で構成される。ＴＦＴ２は、ソ
ース／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのゲート端子と接続され、ソース／ドレイン端子
の他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース端子と接続されていない一端）と接続さ
れている。
【０２０９】
　第三のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ３）で構成される。ＴＦＴ３は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がデータ線ＤＬに接続され、ソース端子／ドレイン端子の
他端が容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴのソース端子と接続されていない一端）と接続して
いる。
【０２１０】
　第五のスイッチ素子は、ｎ型ＴＦＴ（以下、ＴＦＴ５）で構成される。ＴＦＴ５は、ソ
ース端子／ドレイン端子の一端がＤ－ＴＦＴのソース端子に接続され、ソース端子／ドレ
イン端子の他端が第二の電源線Ｖｒに接続されている。
【０２１１】
　有機ＥＬディスプレイは、ＧＮＤのほか、データ線ＤＬと、第一の電源線ＶＳと、第二
の電源線Ｖｒと、第一から第三の走査線ＳＬ１からＳＬ３とを有する。データ線ＤＬは、
Ｄ－ＴＦＴからＯＬＥＤに供給する電流を制御する制御電圧ＶＤを供給する。第一の電源
線ＶＳは、電圧ＶＳ１及びＶＳ２を供給する。第二の電源線Ｖｒは、電圧Ｖｒｅｆを供給
する。第一の走査線ＳＬ１は、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３のゲート端子と接続され、電圧信号Ｓ
Ｖ１を供給する。第二の走査線ＳＬ２は、ＴＦＴ２のゲート端子と接続され、電圧信号Ｓ
Ｖ２を供給する。第三の走査線ＳＬ３は、ＴＦＴ５のゲート端子と接続され、電圧信号Ｓ
Ｖ３を供給する。
【０２１２】
　ここで、第一の電源線ＶＳは、電圧ＶＳ１及びＶＳ２を期間ごとに印加する。電圧ＶＳ
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１は、ＯＬＥＤに電流を供給する際、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作する電圧とし、電圧Ｖ
Ｓ２は、ＯＬＥＤが駆動する電圧以下とする。また、第二の電源線Ｖｒの電圧Ｖｒｅｆは
、Ｄ－ＴＦＴのしきい値をＶｔとする場合、ＶＳ２－Ｖｔ以下とする。かつ、容量素子Ｃ
の容量値は、Ｄ－ＴＦＴに関するチャネル容量と、オーバーラップ容量などの寄生容量と
の和の３倍以上とする。
【０２１３】
　本参考例のタイミングチャートを図１７に示し、以下にその動作を示す。
【０２１４】
　まず、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電圧信
号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＨレベル、第一の電源線Ｖ
Ｓを電圧ＶＳ２とする。この期間（以下、リセット期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯ
Ｎに、ＴＦＴ２がＯＦＦに、ＴＦＴ５がＯＮになる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのソー
ス端子電圧は、第二の電源線Ｖｒの電圧Ｖｒｅｆとなる。
【０２１５】
　引き続き、第一の走査線ＳＬ１の電圧信号ＳＶ１をＨレベル、第二の走査線ＳＬ２の電
圧信号ＳＶ２をＬレベル、第三の走査線ＳＬ３の電圧信号ＳＶ３をＬレベル、第一の電源
線ＶＳを電圧ＶＳ２とする。この期間（以下、電圧書き込み期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦ
Ｔ３がＯＮに、ＴＦＴ２がＯＦＦ、ＴＦＴ５がＯＦＦとなる。本期間において、第一の電
源線ＶＳの電圧ＶＳ２がＯＬＥＤの駆動電圧以下のため、ＯＬＥＤに電流が流れず、Ｄ－
ＴＦＴのソース端子電圧はＶＳ２－Ｖｔとなる。また、容量素子Ｃの他端（Ｄ－ＴＦＴの
ソース端子と接続されていない一端）の電圧は、データ線ＤＬの電圧ＶＤとなる。この結
果、容量素子Ｃの両端には、電圧差ＶＤ－ＶＳ２＋Ｖｔが保持される。
【０２１６】
　本参考例では、リセット期間と電圧書き込み期間を加えた期間が、ＯＬＥＤに供給する
電流を設定する電流設定期間となる。
【０２１７】
　この後、第一の走査線ＳＬ１のＳＶ１をＬレベル、第二の走査線ＳＬ２のＳＶ２をＨレ
ベル、第三の走査線ＳＬ３のＳＶ３をＬレベル、第一の電源線ＶＳを電圧ＶＳ１とする。
この期間（以下、発光期間）では、ＴＦＴ１、ＴＦＴ３がＯＦＦ、ＴＦＴ２がＯＮ、ＴＦ
Ｔ５がＯＦＦとなる。本期間において、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子－ソース端子の電圧差は
、Ｄ－ＴＦＴのソース端子の電圧が変動しても、チャージポンプ効果により、ＶＤ－ＶＳ
２＋Ｖｔが保持される。
【０２１８】
　つまり、本参考例では、駆動用トランジスタの電流設定期間におけるドレイン端子の電
圧（ＶＳ２）とデータ線から供給される制御電圧（ＶＤ）とから決定される電圧が、ＶＤ
－ＶＳ２である。
【０２１９】
　よって、駆動用トランジスタのゲート端子とソース端子との電圧差（Ｖｇ－Ｖｓ）は、
次の通りである。すなわち、この電圧差は、駆動用トランジスタの電流設定期間における
ドレイン端子の電圧とデータ線から供給される制御電圧とから決定される電圧と、駆動用
トランジスタのしきい値電圧（Ｖｔ）とを加えた電圧であり、Ｖｇ－Ｖｓ＝ＶＤ－ＶＳ２
＋Ｖｔとなる。ここで、ＶｇはＤ－ＴＦＴのゲート端子電圧、ＶｓはＤ－ＴＦＴのソース
端子電圧である。
【０２２０】
　第一の電源線ＶＳの電圧ＶＳ１が十分高く、Ｄ－ＴＦＴが飽和領域で動作するように電
圧を設定する。
【０２２１】
　この時、Ｄ－ＴＦＴは、次の式で表される電流ＩＤをＯＬＥＤに与える。
　ＩＤ＝０．５×β×（Ｖｇ－Ｖｓ－Ｖｔ）２＝０．５×β×（ＶＤ－ＶＳ２）２また、
βは、Ｄ－ＴＦＴの電流能力を示すパラメータであり、Ｄ－ＴＦＴの移動度、ゲート容量
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、サイズに依存する。
【０２２２】
　これによると、電流ＩＤは、データ線ＤＬの制御電圧ＶＤでコントロールでき、ＯＬＥ
Ｄは、その電流－輝度特性に従い、与えられた電流ＩＤに相当する明るさで発光する。
【０２２３】
　有機ＥＬディスプレイの表示動作では、例えば、上記動作を同一行の画素に対し同時に
行い、それを全行に対し順次行うことで、１画面分の表示を行う。１画面分の表示期間は
、フレームと呼ばれる。このフレームを、例えば、１／６０秒ごとに繰り返し、表示を書
き換えることで、画像を表示する。
【０２２４】
　本参考例は、リセット期間を設けることで、ノイズ等の影響により、Ｄ－ＴＦＴのソー
ス端子の電圧が、第一の電源線ＶＳの電圧よりも高くなった場合でも、正常に動作するこ
とができる。また、本参考例は、第一の実施形態と同様の効果が得られる。さらに、第二
の実施形態と同様な動作を実現することも可能である。さらに、第二の参考例と同様に、
電源線ＶＳの電圧ＶＳ２が低いため、第一の実施形態に比べデータ線ＤＬの制御電圧ＶＤ
の電圧が低くても、同じ電流を流すことが可能となる。これにより、データ線ＤＬの制御
電圧ＶＤを印加するための回路や、表示装置全体の消費電力を抑えることができる。
【０２２５】
　第一の参考例から第四の参考例において、画素内の駆動回路は、電流設定期間において
、容量素子Ｃが、Ｄ－ＴＦＴのゲート端子－ソース端子間に、Ｄ－ＴＦＴのしきい値電圧
とＯＬＥＤに供給する電流を設定する電圧との和を保持する。従って、Ｄ－ＴＦＴのしき
い値電圧に依存することなく、ＯＬＥＤに供給する電流を設定することができる。
【０２２６】
　また、駆動回路内に容量素子Ｃは１つであるため、容量比精度の問題は生じない。
【０２２７】
　また、容量素子の容量値が寄生容量の３倍以上と十分大きいため、寄生容量による影響
が小さく、精度よくＯＬＥＤに電流を供給することができる。
【０２２８】
　以上説明したように、本参考例によれば、ＯＬＥＤに供給する電流の設定を電圧により
行うため、負荷の大きい大型、高精細の発光表示デバイスに適用可能である。
【０２２９】
　また、本参考例によれば、駆動回路をｎ型ＴＦＴのみで構成し、ＯＬＥＤのアノードを
駆動回路側に設け、下から、アノード電極、有機材料発光層、カソード電極という順に積
層する構成が可能である。
【０２３０】
　また、本参考例によれば、ｎ型ＴＦＴとして、キャリア密度が１０１８（ｃｍ－３）以
下、かつ電界効果移動度が１（ｃｍ２／Ｖｓ）以上である金属酸化物アモルファス半導体
膜をチャネル層としたｎ型ＴＦＴを用いる。これにより、ａ－Ｓｉや、ＯＳ　ＴＦＴで構
成した場合よりも、消費電力が少なく、室温形成が可能なＴＦＴにより発光表示デバイス
が作成できる。さらに、移動度が高いため、必要なＴＦＴサイズが小さくてすみ、高精細
化が可能となる。
【０２３１】
　また、本参考例によれば、アモルファス金属酸化物半導体層をチャネル層としたｎ型Ｔ
ＦＴを用いる。これにより、アモルファス層であるため平坦性が高く、特性ばらつきの小
さいＴＦＴを形成できる。
【産業上の利用可能性】
【０２３２】
　本発明は、発光表示素子を用いた発光表示デバイスに利用できる。特に本発明は、有機
ＥＬ素子と、有機ＥＬ素子に電流を供給するための駆動回路とで構成される画素をマトリ
ックス状に備える発光表示デバイスに適用可能である。
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【図面の簡単な説明】
【０２３３】
【図１】第一の実施形態に係る発光表示デバイスの構成を示す回路図である。
【図２】第一の実施形態の動作を説明するタイミングチャートである。
【図３】第二の実施形態の動作を説明するタイミングチャートである。
【図４】第三の実施形態に係る発光表示デバイスの構成を示す回路図である。
【図５】第三の実施形態の動作を説明するタイミングチャートである。
【図６】第四の実施形態に係る発光表示デバイスの構成を示す回路図である。
【図７】第四の実施形態の動作を説明するタイミングチャートである。
【図８】画素の構成を示す図である。
【図９】走査線が１種類の場合の有機ＥＬ表示装置の構成を示す図である。
【図１０】第一の参考例に係る発光表示デバイスの構成を示す回路図である。
【図１１】第一の参考例の動作を説明するタイミングチャートである。
【図１２】第一の参考例の動作を説明する他のタイミングチャートである。
【図１３】第二の参考例のタイミングチャートである。
【図１４】第三の参考例に係る発光表示デバイスの動作を説明する構成を示す回路図であ
る。
【図１５】第三の参考例の動作を説明するタイミングチャートである。
【図１６】第四の参考例に係る発光表示デバイスの構成を示す回路図である。
【図１７】第四の参考例の動作を説明するタイミングチャートである。
【符号の説明】
【０２３４】
　１０　画素
　１１　駆動回路
　ＯＬＥＤ　有機ＥＬ素子
　Ｄ－ＴＦＴ　駆動用トランジスタ（ｎ型駆動ＴＦＴ）
　ＴＦＴ１からＴＦＴ５　第一から第五のスイッチ素子（ｎ型スイッチングＴＦＴ）
　ＶＳ　電源線（第一の電源線）
　ＧＮＤ　ＧＮＤ線
　ＳＬ（ｎ）　（ｎ行目の）走査線（走査線が１種類の場合）
　ＳＬ１　第一の走査線
　ＳＬ２　第二の走査線
　ＳＬ３　第三の走査線
　ＤＬ（ｎ）　（ｎ列目の）データ線
　Ｃ　容量素子
　Ｖｒ　参照電圧線
　Ｖｒ　第二の電源線（第四の参考例）
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